
少 年 事 件 の 手 続 の 流 れ

事 件 の 発 生

非 行 少 年

犯 罪 少 年 ぐ 犯 少 年 触 法 少 年

（少年法３条Ⅰ②，Ⅱ）（少年法３条Ⅰ①） （少年法３条Ⅰ③，Ⅱ）

１４歳以上 １８歳以上 １４歳以上
１４歳未満 １４歳未満

２０歳未満 ２０歳未満 １８歳未満

保 護 者 発 見 者

警 察 官 (警察官を含む。)

通告 通告

児童福祉法都道府県知事
司法警察員 家庭裁判所 の措置児童相談所長

発 見 者
(児童福祉法27条 (児童福祉法検 察 官 調 査 官
Ⅰ④) 26条，27条)

送致 報告 通告 送致

家庭裁判所
観 護 措 置調 査

審 判 不 開 始 審 判 開 始
(少年法19条Ⅰ) (少年法21条)

試 験 観 察
審 判 (少年法25条)

保 護 処 分（少年法24条Ⅰ）
検察官送致 知事又は児童 不 処 分

(保護的措置)児童自立 相談所長送致
(少年法20条 支援施設 少年院
・23条Ⅰ) 保護観察 又は児童 (少年法18条 (少年法23条

養護施設 送致 ・23条Ⅰ) Ⅱ)
送致

14歳以上 18歳未満
18歳未満 14歳以上

(少年院法
２条Ⅱ，Ⅴ)

公 訴 提 起 抗 告 児童福祉法の措置

地方(簡易)裁判所 高 等 裁 判 所


